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次

選
挙
管
理
委
員
会
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政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
一

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

五
月
二
十
日

号
外
第
四
十
七
号

金　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

政
党
の
支
部

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
甲
府
市
第
二

臼

井

成

夫

河

西

正

傳

甲
府
市
大
手
三
│
四
│
四
五

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

支
部

五
月
八
日

五
月
十
七
日

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

小
林
信
保
と
皆
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ

吉

角

　

務

小

林

佳

織

大
月
市
大
月
三
│
四
│
一
五

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

る
大
月
に
す
る
会

四
月
八
日

四
月
十
三
日

清
水
き
ぬ
よ
後
援
会

佐

藤

秀

子

小

野

渉

子

都
留
市
十
日
市
場
二
四
四
│
一

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

四
月
十
八
日

西
室
信
男
後
援
会

西

室

信

男

西

室

正

敏

大
月
市
猿
橋
町
伊
良
原
六
四

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

四
月
十
九
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日

二

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

市

川

　

尚

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

山
栄
会

旧
　

柿

嶋

秀

男

十
二
月
十
五
日
　

四
月
十
一
日

新
　

岩
　
崎
　
八
　
郎

山
　
口
　
　
　
剛

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

小
泉
ふ
み
お
後
援
会

旧
　

清
　
水
　
利
　
治

矢

頭

善

宗

四
月
一
日
　

四
月
十
五
日

新
　

は
く
ふ
う
会
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

旧
　

中
込
博
文
後
援
会
南
ア
ル
プ
ス
か

四
月
十
九
日
　

四
月
十
九
日

ら
戦
ぐ
心
の
風
・
博
風
会

新
　

佐
　
藤
　
真
　
也

上
野
原
市
コ
モ
ア
し
お
つ
二
│
三
九
│
五

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

新
風
会

旧
　

水
　
口
　
　
　
淳

上
野
原
市
コ
モ
ア
し
お
つ
四
│
一
四
│
三

四
月
二
十
二
日
　

四
月
二
十
二
日

新
　

長
　
倉
　
　
　
進

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

斉
藤
け
ん
じ
後
援
会
「
け
ん
友
会
」

旧
　

小
　
澤
　
崇
　
志
　

五
月
一
日
　

五
月
二
日

新
　

遠
　
藤
　
長
　
男
　

花
　
輪
　
　
　
豊

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
二
〇
〇
〇

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

山
梨
県
民
社
協
会

旧
　

宮
　
川
　
章
　
司
　

窪
　
田
　
　
　
清

甲
府
市
丸
の
内
一
│
一
〇
│
七

五
月
十
日
　

五
月
十
六
日

新
　

昭
栄
会
後
援
会
　

堀
　
口
　
良
　
昭
　

堀
　
口
　
良
　
昭
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

旧
　

堀
口
良
昭
後
援
会
昭
栄
会

佐
　
藤
　
竹
　
勇

渡
　
辺
　
　
　
登
　

五
月
十
八
日
　

五
月
十
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

庄
司
ひ
ろ
し
政
策
研
究
会

庄

司

　

寛

古

田

智

博

　

都
留
市
四
日
市
場
二
五
六
　

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
二
日

日
本
共
産
党
遠
藤
昭
子
後
援
会
　

梅

津

幸

造

木

下

眞

治

甲
府
市
上
石
田
四
│
一
八
│
一
〇
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日
　

四
月
四
日

日
本
共
産
党
石
原
の
ぞ
み
後
援
会

末

木

忠

夫

桜

井

博

子

甲
府
市
羽
黒
町
一
二
〇
四
│
一
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日
　

四
月
四
日

山
栄
会
　

市

川

　

尚

市

川

　

尚

甲
府
市
緑
が
丘
一
│
一
七
│
一
　

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

十
二
月
三
十
一
日
　

四
月
十
四
日

安
全
安
心
明
る
い
甲
斐
市
を
創
る
　

斉

藤

芳

夫

佐

野

　

玄

甲
斐
市
富
竹
新
田
一
九
〇
九
│
五
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
七
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日

三

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
取
消
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
取
消
年
月
日

届
出
年
月
日

庄

司

　

寛

都
　
留
　
市
　
長

庄
司
ひ
ろ
し
政
策
研
究
会

都
留
市
四
日
市
場
二
五
六

庄

司

　

寛

平
成
二
十
二
年

平
成
二
十
三
年

十
二
月
三
十
一
日

三
月
二
十
二
日

関

　

敦

隆

中
央
市
議
会
議
員

関
あ
つ
た
か
と
愉
快
な
仲
間
た

中
央
市
布
施
二
〇
五
一

関

　

敦

隆

平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
三
年

ち

四
月
二
十
五
日

四
月
二
十
五
日

会

三
月
三
十
一
日
　

四
月
十
四
日

清
水
き
ぬ
よ
後
援
会

佐

藤

孝

江

小

野

渉

子

都
留
市
十
日
市
場
二
四
四
│
一
　

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

十
二
月
三
十
一
日
　

四
月
十
八
日

地
方
政
治
を
改
革
す
る
市
民
の
会
　

河

西

正

傳

数

野

三

郎

甲
府
市
古
府
中
町
四
八
四
七
　

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日
　

四
月
二
十
五
日

関
あ
つ
た
か
と
愉
快
な
仲
間
た
ち
　

関

　

敦

隆

樋

口

孝

男

中
央
市
布
施
二
〇
五
一
　

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

四
月
二
十
五
日
　

四
月
二
十
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
異
動
届

区
分

氏
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名
　

異
動
年
月
日
　

届
出
年
月
日

新

南
ア
ル
プ
ス
市
長

平
成
二
十
三
年
　

平
成
二
十
三
年

中
　
込
　
博
　
文

博
鳳
会

中
　
込
　
博
　
文

旧
　

山
梨
県
議
会
議
員

四
月
二
十
七
日
　

五
月
十
七
日
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成
二
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三
年
五
月
二
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日
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